
 

 

 

 

協会けんぽ（全国健康保険協会）にご加入の被保険者本人の方は、ＪＡドック受診にあたり、助成を受けるこ
とができます。 

 

 

 

 

 

申込手順 

 

 

健診実施機関（ＪＡ滋賀厚生連）より、協会けんぽへ助成資格の確認を行うことで助成のご利用が可能となり
ます。助成資格の確認は、必須ですのでＪＡへの健診申込後すみやかにＪＡ滋賀厚生連へご連絡下さい。 

助成資格の確認は、健診５営業日前 締め切りです。 

※健診当日に助成資格の確認はできません。 

事前の助成資格の確認がお済みでない場合、全額自己負担となります。 

厚生連への電話の前に… 

下記情報をお手元にご準備のうえ、ご連絡下さい。全て必須です。 

□本人氏名・生年月日  □受診日  □受診コース 

□ご連絡先（複数名をお申込みの場合は、代表者の方のもの。） 

□保険証情報（保険者番号・保険証記号・保険証番号） 

 ※保険証情報につきましては、マイナポータルまたは、資格確認証にてご確認ください。 

注意 

・協会けんぽへの助成資格の事前確認は、必須です。お早めにＪＡ滋賀厚生連へご連絡下さい。 

・申込時に助成対象者であっても、健診当日に協会けんぽへご加入されていない場合は、助成対象外となります。 

・胃部Ｘ線検査及び胸部Ｘ線検査は、助成のご利用にあたり原則受けて頂く必要がございます。 

 特別な事情でご受診されない場合は、ご相談下さい。 

 上記検査を未実施とする場合は、助成額が減額され、自己負担額が大幅に増えますのでご注意下さい。 

・保険証情報など保険に関するご質問は、協会けんぽへ直接お問い合わせ下さい。 

全国健康保険協会滋賀支部（協会けんぽ） ＴＥＬ：０７７－５２２－１１１３ 

健診当日 

受付にて、マイナンバーカード または 資格確認証 を確認致します。必ずご持参ください。 

 

協会一般・若年健診(協会けんぽ生活習慣病健診)助成を利用される方へ 

＜対象者＞ 

・協会けんぽにご加入中であり、今年度２０・２５・３０歳になる被保険者本人 → 若年健診助成の対象 

・協会けんぽにご加入中であり、今年度３５歳以上７５歳未満になる被保険者本人 → 一般健診助成の対象 

被扶養者の方は、対象外です。 

 

保険証情報は、協会けんぽからお勤めの事業所へ

送付されている「生活習慣病予防健診対象者一覧」

でもご確認頂けます。 

滋賀県厚生農業協同組合連合会（ＪＡ滋賀厚生連） 

 

助成の申込は… 

TEL：０７７－５２１－１７０８（営業時間：平日８：３０～１７：００） 


